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■入院医療の改定 

 

今回の改定では「入院基本料等加算の簡素化」から褥瘡患者管理加算と栄養管理実施加算が入院 

基本料と特定入院料の算定要件に包括されます。これにより一部の入院料を除き基本点数が 11 点 

加算された点数に変更となります。 

 

既に４月分以降の入院会計が改定前の内容で作成済みの場合はマスタ更新及びプログラム更新を 

実施後、システム管理「5000 医療機関情報－入院基本」「5001 病棟管理情報」「5002 病室管理情 

報」の有効期間を切り替えた後に、「31 入退院登録」で４月１日異動日で異動処理を行い入院会計 

の算定内容を更新してください。 

なお、システム管理の「5000 医療機関情報－入院基本」「5001 病棟管理情報」については有効期 

間の切り替え処理を必ず行ってください。 

 

（注意 医療観察法については３月２１日時点で改正の詳細情報が無いことから、詳細判明後に 

改めて対応プログラムの提供を行う予定です） 

 

１．栄養管理体制の設定について 

 

３月３１日に栄養管理体制の基準を満たさない場合は、システム管理「5000 医療機関情報－入 

院基本」の有効開始日を平成２４年４月１日以降とすることで選択可能となる「栄養管理経過措置」 

欄で「1 栄養管理体制基準未適合」と設定してください。 

この設定を行うことにより、４月１日以降に算定する入院料は名称に（栄管経過措置）と付加され 

た入院料コードで算定を行います。 

 

平成 24年 4 月 1日から 

第１章 第２部 通則７ 

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について、別に

厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第１節（特別入院基本料等を含む。）及び第３節

の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。 

[経過措置] 

平成２４年３月３１日に栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関については、 平成２６

年３月３１日までの間は、地方厚生（支）局長に届け出た場合に限り、栄養管理体制の基準を満た

しているものとする。【全ての入院基本料及び特定入院料が対象】 

 

 
システム管理「5000 医療機関情報－入院基本」の「栄養管理経過措置」設定欄 

     （初期値は「0 栄養管理体制基準適合」になります） 
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２．入院基本設定の切り替え 

 

マスタ更新及びプログラム更新後にシステム管理「5000 医療機関情報－入院基本」で平成２４ 

年４月以降に設定可能となる入院料加算は別表１の内容となります。 

システム管理の有効開始日を平成 24年 4月 1 日以降とすることで設定可能です。 

システム管理「5000 医療機関情報－入院基本」の有効期間切り替えは、以下の手順で行ってくだ 

さい。今回プログラムを見直すことにより病院と診療所で算定可能な加算のみを表示するよう改善 

しました。 

 

有効期間「平成 22 年 4 月 1 日～99999999」のデータが存在している場合 

(1)．(W01)システム管理情報設定画面で選択番号の入力、又はマウスでの選択により、有効期間 

「平成 22年 4月 1 日～99999999」のデータを選択し、「確定」(F12)を押下します。 

(2)．(W24)システム管理情報－医療機関入院基本情報設定画面の右上に表示される有効期間が 

  「H24.4.1」～「99999999」と表示されていることを確認し、入院料加算の設定を行った後、 

「登録」(F12)を押下してください。 

(3)．再度（W01）システム管理情報設定画面で、平成 24年 4月 1日から開始となるシステム管理 

「5000医療機関情報－入院基本」が存在していることを確認してください。 

 

新規導入でシステム管理「5000 医療機関情報－入院基本」のデータが存在しない場合 

(1)．(W01)システム管理情報設定画面で有効年月日に「00000000～99999999」を入力し、 

「確定(F12)」を押下します。 

(2)．(W24)システム管理情報－医療機関入院基本情報設定画面の右上に表示される有効期間が 

  「H24.4.1」～「99999999」と表示されていることを確認し、入院料加算等の設定を行った後、 

「登録(F12)」を押下してください。 

(3)．（W01）システム管理情報設定画面で、平成 24年 4月 1 日開始日となるシステム管理 

「5000医療機関情報－入院基本」が存在していることを確認してください。 

 

（別表１）システム管理「5000 医療機関情報－入院基本」で設定可能な入院料加算 

          平成 24 年 4月 1日から 

 

 

 

 

 

 

病 院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合入院体制加算 

地域医療支援病院入院診療加算 

基幹型臨床研修病院入院診療加算 

協力型臨床研修病院入院診療加算 

診療録管理体制加算 

乳幼児加算（病院） 

幼児加算（病院） 

離島加算 

精神病棟入院時医学管理加算 

医療安全対策加算１ 

医療安全対策加算２ 

感染防止対策加算（削除） 

感染防止対策加算１（新） 

感染防止対策加算２（新） 

感染防止対策地域連携加算（新） 

栄養管理実施加算（削除） 

患者サポート体制充実加算（新） 
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  病 院 後発医薬品使用体制加算１（新）（平成 24年 3 月まで後発医薬品使用体制加算） 

後発医薬品使用体制加算２（新） 

地域加算 

 

 

 

 

診療所 

診療録管理体制加算 

乳幼児加算（診療所） 

幼児加算（診療所） 

離島加算 

医療安全対策加算１ 

医療安全対策加算２ 

感染防止対策加算（削除） 

感染防止対策加算１（新） 

感染防止対策加算２（新） 

感染防止対策地域連携加算（新） 

栄養管理実施加算（削除） 

患者サポート体制充実加算（新） 

後発医薬品使用体制加算１（新）（平成 24年 3 月まで後発医薬品使用体制加算） 

後発医薬品使用体制加算２（新） 

地域加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日医標準レセプトソフト                        2012年 4月診療報酬改定対応 

 

ORCA Project                    Copyright(C)2012 Japan Medical Association. All rights reserved. 

                                            6  

３．病棟設定の切り替え 

 

マスタ更新及びプログラム更新後にシステム管理「5001 病棟管理情報」で病棟の有効開始日を 

平成２４年４月以降に設定すると、別表２の入院料及び入院料加算が設定可能となります。 

病棟有効開始日の切り替えは病棟番号の入力、又はマウスでの選択により該当病棟を表示した後、 

有効期間の開始日欄に平成 24年 4月 1日を上書き入力し、他の項目を設定した後に「追加(F6)」 

を押下することで登録が可能です。 

「追加(F6)」押下時に「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」と 

確認メッセージが表示されたら「ＯＫ(F12)」を押下し登録を続行してください。 

 

（別表２）システム管理「5001 病棟管理情報」で設定可能な入院料及び入院料加算 

          平成 24 年 4月 1日から 
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[入院料]の追加 

A100  一般病棟７対１入院基本料（経過措置） 

A100  一般病棟７対１特別入院基本料（経過措置） 

A104  特定機能病院一般病棟７対１入院基本料（経過措置） 

A105  専門病院７対１入院基本料（経過措置） 

 

[特定入院料]の追加 

A308  回復期リハビリテーション病棟入院料１ 

※平成 24 年 3 月 31 日までの回復期リハビリテーション病棟入院料１は回復期

リハビリテーション病棟入院料２、回復期リハビリテーション病棟入院料２は

回復期リハビリテーション病棟入院料３へそれぞれ変更となります。 

A317  特定一般病棟入院料１ 

特定一般病棟入院料２ 

 

[入院料加算] 

看護補助加算 

看護補助加算１ 

看護補助加算１（13対１入院基本料）（削除） 

看護補助加算２ 

看護補助加算３ 

看護必要度加算 

看護必要度加算１（新） 

看護必要度加算２（新） 

一般病棟看護必要度評価加算（改 算定要件が 10 対１から 13対１へ変更） 

医師事務作業補助体制加算 

 （１５対１補助体制加算） 

 （２０対１補助体制加算） 

 （２５対１補助体制加算） 

（３０対１補助体制加算）（新） 

（４０対１補助体制加算）（新） 

 （５０対１補助体制加算） 

 （７５対１補助体制加算） 

 （１００対１補助体制加算） 

急性期看護補助体制加算 
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病 院 

 

 

 

 

急性期看護補助体制加算１（削除） 

急性期看護補助体制加算２（削除） 

２５対１急性期看護補助体制加算（看護補助者５割以上）（新） 

２５対１急性期看護補助体制加算（看護補助者５割未満）（新） 

５０対１急性期看護補助体制加算（新） 

（平成 24年 3月まで急性期看護補助体制加算１） 

７５対１急性期看護補助体制加算（新） 

（平成 24年 3月まで急性期看護補助体制加算２） 

夜間急性期看護補助体制加算 

夜間５０対１急性期看護補助体制加算（新） 

夜間１００対１急性期看護補助体制加算（新） 

看護職員夜間配置加算（新） 

難病患者等入院診療加算 

特殊疾患入院施設管理加算 

看護配置加算 

児童・思春期精神科入院医療管理加算（削除） 

精神科応急入院施設管理加算 

精神科地域移行実施加算 

重症患者回復病棟加算（削除） 

プレイルーム、保育士等加算 

休日リハビリテーション提供体制加算 

食堂加算 

 

 

 

 

 

   

診療所 

[入院料加算] 

夜間緊急体制確保加算 

難病患者等入院診療加算 

特殊疾患入院施設管理加算 

医師配置加算１ 

医師配置加算２ 

看護配置加算１ 

看護配置加算２ 

夜間看護配置加算１ 

夜間看護配置加算２ 

食堂加算 
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４．病棟設定に入院料加算のユーザ設定画面新設 

 

入院料加算の自動発生分についてユーザが任意の加算を設定可能とする画面を新設しました。 

システム管理「5001 病棟管理情報」で有効期間が平成 24年 4月 1日以降の病棟を選択した場合に、 

ファンクションキー「入院料加算(F10)」が押下可能となります。 

ファンクションキー押下により表示される(W201)入院料加算設定で病棟設定、病室設定に初期設定 

可能な入院料加算以外の加算を追加登録することにより入院登録時に該当加算を自動発生します。 

 

 

 

画面下部の入力欄で入院料加算の診療コードを入力し「F12（追加）」を押下することで加算の 

設定が可能です。 

診療コードの代わりに、加算名称を直接入力（又は / (半角スラッシュ)を入力）した場合は 

(W25)点数マスタ－一覧選択サブ画面が表示されるので、検索結果より設定を行ってください。 
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５．病室設定の入院料切り替え 

 

マスタ更新及びプログラム更新後にシステム管理「5002 病室管理」で病室の有効開始日を平成 

２４年４月以降に設定すると、別表３の入院料及び入院料加算が設定可能となります。 

病室有効開始日の切り替えは病棟の切り替えと同様に、病室番号の入力、又はマウスでの選択に 

より該当病室を表示した後、有効期間の開始日欄に平成 24 年 4月 1日を上書き入力し、他の項目 

を設定した後に「追加(F6)」を押下することで登録が可能です。 

「追加(F6)」押下時に「有効期間の重複するデータが存在します。前の期間を区切りますか」と 

確認メッセージが表示されたら「ＯＫ(F12)」を押下し登録を続行してください。 

 

 

（別表３）システム管理「5002 病室管理」で設定可能な入院料及び入院料加算 

 平成 24年 4 月 1日から 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病 院 

[特定入院料]の追加 

A301-4  小児特定特定集中治療室管理料 

A308-2  亜急性期入院医療管理料１（指定地域） 

亜急性期入院医療管理料２（指定地域） 

A311-4  児童・思春期精神科入院医療管理料 

A317   特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理） 

特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理・リハビリ算定患者） 

 

[入院料加算] 

療養環境加算 

重症者等療養環境特別加算 

重症者等療養環境特別加算（個室） 

重症者等療養環境特別加算（２人部屋） 

療養病棟療養環境加算 

療養病棟療養環境加算１ 

療養病棟療養環境加算２ 

療養病棟療養環境加算３（※経過措置により 9月 30日まで算定可能） 

療養病棟療養環境加算４（※経過措置により 9月 30日まで算定可能） 

療養病棟療養環境改善加算 

療養病棟療養環境改善加算１（新） 

療養病棟療養環境改善加算２（新） 

無菌治療室管理加算 

無菌治療室管理加算１（新） 

無菌治療室管理加算１（経過措置）（新） 

無菌治療室管理加算２（新） 

※平成 24年 3月までの無菌治療室管理加算を算定する設定にしてある場合、 

190106570 無菌治療室管理加算の診療コードが無菌治療室管理加算１に 

 流用されたことから、病室の有効期間開始日を平成 24年 4月以降にした 

場合、無菌治療室管理加算１が算定する設定となります。施設基準の見 

直しにより無菌治療室管理加算２となる場合は、無菌治療室管理加算１（経 

過措置）に設定を変更してください。 

 

放射線治療病室管理加算 
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  診療所 

 

[入院料加算] 

診療所療養病床療養環境加算 

診療所療養病床療養環境加算１ 

診療所療養病床療養環境加算２（※経過措置により 9月 30 日まで 

算定可能） 

診療所療養病床療養環境改善加算（新） 

無菌治療室管理加算 

無菌治療室管理加算１（新） 

無菌治療室管理加算１（経過措置）（新） 

無菌治療室管理加算２（新） 

※平成 24年 3月までの無菌治療室管理加算を算定する設定にしてある場合、 

190106570 無菌治療室管理加算の診療コードが無菌治療室管理加算１に 

 流用されたことから、病室の有効期間開始日を平成 24年 4月以降にした 

場合、無菌治療室管理加算１が算定する設定となります。施設基準の見 

直しにより無菌治療室管理加算２となる場合は、無菌治療室管理加算１（経 

過措置）に設定を変更してください。 

 

放射線治療病室管理加算 
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６．入退院登録画面での加算設定 

 

平成２４年４月１日より(I01) 入退院登録で算定可能な加算を追加します。 

 

（新）190142970 救急・在宅等支援病床初期加算（一般病棟入院基本料） 

（新）190143370 救急・在宅等支援療養病床初期加算（療養病棟入院基本料１） 

（新）190152470 救急・在宅等支援病床初期加算（特定一般病棟入院料） 

 

システム管理「1006 施設基準情報」に設定されたフラグを判定して、(I01) 入退院登録の 

入院料加算コンボボックスに算定可能な加算を表示します。 

 

システム管理「1006 施設基準情報」に設定する施設基準と対象入院料加算 

施設基準コード   画面表示する入院料加算 

858 (A108) 有床診療所入院基本料有床診療所の注の加算 

190135470 有床診療所一般病床初期加算            100点 

無し (A100) 一般病棟入院基本料の注の加算 

190142970 救急・在宅等支援病床初期加算（一般病棟入院基本料）（新） 

         150点 

一般病棟（13 対 1、15 対 1 に限る） 

※施設基準コードが存在しない為、一般病棟入院基本料（13 対 1、15 対 1） 

 を算定時に入院料加算コンボボックスを表示し選択可能とします 

178 (A101) 療養病棟入院基本料病院の注の加算 

190143370 救急・在宅等支援療養病床初期加算（療養病棟入院基本料１）（新） 

                              300点 

190134270 救急・在宅等支援療養病床初期加算（療養病棟入院基本料２） 

                              150点 

859,613 (A109) 有床診療所療養病床入院基本料の注の加算 

190135670 救急・在宅等支援療養病床初期加算（有床診療所療養病床入院基本

料）                            150点 

無し (A317) 特定一般病棟入院料の注の加算 

190152470救急・在宅等支援病床初期加算（特定一般病棟入院料）（新） 

                              150点 

 

※施設基準コードが存在しない為、特定一般病棟入院料を算定時に入院料加 

算コンボボックスを表示し選択可能とします 

 

“190116990 褥瘡患者管理加算”は平成２４年３月３１日で廃止となる為、４月１日以降は画面 

表示から外れます。 
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７．入院中の患者の他医療機関受診評価見直し 

 

精神病床、結核病床、有床診療所に入院する患者が透析又は共同利用を進めている検査を目的と 

して他医療機関受診をした場合の評価が見直されました。入院基本料等から１５％又は５５％の控 

除を行う場合は(I41)入院会計照会－カード入力の外泊欄で該当日に、 

６： 他医療機関受診５５％減 

７： 他医療機関受診１５％減 

を登録してください。 

 

平成 24年 3 月まで 改 正 

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高

入院料を算定している場合は、出来高入院料は

当該出来高入院料の基本点数の30％を控除し

た点数により算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 入院医療機関において、当該患者が特定入

院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病

床入院基本料又は特定入院基本料（以下「特定

入院料等」という。）を算定している場合であ

って、当該他医療機関において特定入院料等に

含まれる診療に係る費用を算定する場合は、特

定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の

70％を控除した点数による算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 入院医療機関において、当該患者が出来高

入院料を算定している場合は、出来高入院料は

当該出来高入院料の基本点数の 30％を控除した

点数により算定する。ただし、精神病棟入院基

本料、結核病棟入院基本料又は有床診療所入院

基本料を算定している場合であって、透析又は

共同利用を進めている検査（ＰＥＴ、光トポグ

ラフィー又は中枢神経磁気刺激による誘発筋電

図検査）のみを目的として他医療機関を受診し

た場合は、当該出来高入院料の基本点数の 15％

を控除した点数により算定する。 

 

 

イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院

料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床

入院基本料又は特定入院基本料（以下「特定入

院料等」という。）を算定している場合であっ

て、当該他医療機関において特定入院料等に含

まれる診療に係る費用を算定する場合は、特定

入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の

70％を控除した点数による算定する。ただし、

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院

料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟 

入院料又は認知症治療病棟入院料を算定してい

る場合であって、透析又は共同利用を進めてい

る検査（ＰＥＴ、光トポグラフィー又は中枢神

経磁気刺激による誘発筋電図検査）のみを目的

として他医療機関を受診した場合は、当該特定

入院料等の基本点数の55％を控除した点数によ

り算定する。この場合において、認知症治療病

棟入院料を算定している患者であって透析のみ

を目的として他医療機関を受診する患者につい

ては、入院日から起算して61日以上の場合に限

る。 
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ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入

院料等を算定している場合であって、当該他医

療機関において特定入院料等に含まれる診療

にかかる費用を算定しない場合は、特定入院料

等は、当該特定入院料等の基本点数の30％を控

除した点数により算定する。 

 

 

ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院

料等を算定している場合であって、当該他医療

機関において特定入院料等に含まれる診療にか

かる費用を算定しない場合は、特定入院料等は、

当該特定入院料等の基本点数の30％を控除した

点数により算定する。ただし、有床診療所療養

病床入院基本料を算定している場合であって、

透析又は共同利用を進めている検査（ＰＥＴ、

光トポグラフィー又は中枢神経磁気刺激による

誘発筋電図検査）のみを目的として他医療機関

を受診した場合、又は、認知症治療病棟入院料

を算定している場合（入院日から起算して60日

以内に限る）であって、透析のみを目的として

他医療機関受診をした場合は、当該特定入院料

等の基本点数の15％を控除した点数により算定

する。 

 

 

 

 

８．９０日を超えて算定する特定入院基本料について 

 

A100 一般病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料、A105専門病院入院基本料、A106障害者 

施設等入院基本料に９０日を超えて入院する患者が算定する「特定入院基本料」について診療コー 

ドが変更されます。 

 

190799410 特定入院基本料（一般病棟入院基本料）               939点 

190799510 特定入院基本料（一般病棟入院基本料）（特別入院基本料等算定患者） 790点 

190161210 特定入院基本料（障害者施設等入院基本料）             939点 

190161310 特定入院基本料（障害者施設等入院基本料）（特別入院基本料等患者） 790点 

190161010 特定入院基本料（専門病院入院基本料）               939点 

190161110 特定入院基本料（専門病院入院基本料）（特別入院基本料等算定患者） 790点 

190160810 特定入院基本料（特定機能病院入院基本料）             939点 

190160910 特定入院基本料（特定機能病院入院基本料）（特別入院基本料等患者） 790点 

 

 

入院登録画面では従来どおり特定入院料の選択欄で「特定入院基本料」又は「特定入院基本料（特 

別入院基本料算定患者）」を選択してください。 

当該入院病棟に設定されている病棟種別、入院基本料から自動判定し上記のコードに振り替えて算 

定を行います。 

 

※ペンディング事項 

190160910 特定入院基本料（特定機能病院入院基本料）（特別入院基本料等患者） について

現段階で自動算定ができないことから、対応保留としています。変更が必要な場合は(I44)会計 

照会－剤内容変更 より算定済みコードを変更登録してください。 
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入院料等（入院基本料） 

 

Ａ１００ 一般病棟入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一般病棟７対１入院基本料     1,555点 

一般病棟１０対１入院基本料    1,300点 

一般病棟１３対１入院基本料    1,092点 

一般病棟１５対１入院基本料      934点 

 

一般病棟７対１入院基本料      1,566点 

一般病棟１０対１入院基本料     1,311点 

一般病棟１３対１入院基本料     1,103点 

一般病棟１５対１入院基本料       945点 

 

 

10対１入院基本料における一般病棟看護必要度評価加算の廃止 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一般病棟看護必要度評価加算      5点 

（１日につき） 

      （削除） 

 

13対１入院基本料における、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」を用い継続的に測

定を行い、その結果に基づき評価を行っている場合の加算新設 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 一般病棟看護必要度評価加算      5点 

（１日につき） 

[算定要件] 

一般病棟 13 対１入院基本料を算定している病 

棟において、看護必要度の測定を行っている場 

合に算定する。 

 

【注４の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 

 

【注５の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

救急・在宅等支援病床初期加算（一般病棟入院

基本料）                150点 

（転院又は入院した日から 14 日限度） 

[算定要件] 

急性期医療を担う救急医療機関入院中や在宅

療養中の患者等を一般病棟（13 対 1、15 対 1 に

限る）で受け入れた場合に 14 日以内に限り算定

する。 
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【注６の追加】10 対１入院基本料について看護必要度の基準を満たす患者割合が一定以上の場合 

の加算新設 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

看護必要度加算１（一般病棟入院基本料）30点 

看護必要度加算２（一般病棟入院基本料）15点 

（１日につき） 

[算定要件] 

看護必要度加算１・・・必要度基準15％以上の

基準を満たしている当該病棟に入院している患

者について算定する。 

看護必要度加算２・・・必要度基準 10％以上の 

基準を満たしている当該病棟に入院している患 

者について算定する。 

[経過措置] 

10 対１入院基本料を算定する病棟に看護必要度の評価を導入するのは、準備期間を設け、平成24

年7月1日とする。 

 

【注８（改正前－注５）の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

【注５】 

特定入院基本料           939点 

（特別入院基本料算定時は 790 点） 

 

【注８】 

特定入院基本料            939点 

（特別入院基本料算定時は 790 点） 

（７対１、１０対１入院基本料を算定する病棟

の特定患者であること） 

 

【注１０の追加】午前中の退院がそのほとんどを占める医療機関についての退院日の入院基本料の 

適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 退院が特定の時間に集中している保険医療機関

の退院日の入院基本料を 100 分の 92 算定 

 

 

【注１１の追加】金曜日入院、月曜日退院の割合が明らかに高い医療機関の土曜日、日曜日の入院 

基本料の適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 入院日及び退院日が特定の日に集中している保

険医療機関の特定の日入院基本料を 100 分の 92

算定 

 

 

【注１３の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 

 

１３対１入院基本料又は１５対１入院基本料を

算定する病棟のうち、保険医療機関が地方厚生

局長等に届け出たものに入院している患者であ
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って、当該病棟に 90日を超えて入院する患者に

ついては、注１から注１２までの規定にかかわ

らず、区分番号Ａ１０１に掲げる療養病棟入院

基本料１の例により算定する 

 

 

※【注１０】、【注１１】、【注１３】については平成 24 年 10 月 1 日施行であることから、今回の改 

 定対応には含めません。 

 

 

一般病棟７対１入院基本料の施設基準見直し 

平成 24年 3 月まで 改 正 

・一般病棟７対１入院基本料 

・特定機能病院一般病棟７対１入院基本料 

・専門病院７対１入院基本料 

 

[一般病棟入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が19日

以内であること。 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割以上

入院させる病棟であること（救命救急入院料を

算定する治療室を有している保険医療機関の

病棟を除く）。 

 

[特定機能病院入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が28日

以内であること。 

② 当該病棟に入院している患者の看護必要度

について継続的に測定を行い、その結果に基づ

き評価を行っていること。 

 

 

[専門病院入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が30日

以内であること。 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割以上

入院させる病棟であること（救命救急入院料を

算定する治療室を有している保険医療機関の

病棟を除く）。 

・一般病棟７対１入院基本料 

・特定機能病院一般病棟７対１入院基本料 

・専門病院７対１入院基本料 

 

[一般病棟入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が18日

以内であること。 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割５分

以上入院させる病棟であること（救命救急入院

料を算定する治療室を有している保険医療機関

の病棟を除く）。 

 

[特定機能病院入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が26日

以内であること。 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割５分

以上入院させる病棟であること（救命救急入院

料を算定する治療室を有している保険医療機関

の病棟を除く）。 

 

[専門病院入院基本料の施設基準] 

① 当該病棟の入院患者の平均在院日数が28日

以内であること。 

② 看護必要度の基準を満たす患者を１割５分

以上入院させる病棟であること（悪性腫瘍患者

を一般病棟に７割以上入院させている保険医療

機関及び救命救急入院料を算定する治療室を有

している保険医療機関の病棟を除く）。 

 

[経過措置] 

平成24年3月31日において７対１入院基本料を算定している病棟であって、平成24年4月1日以降に 

おいて改定後の10対１入院基本料を算定する病棟に限り、平成26年3月31日までの間、改定後の７ 

対１入院基本料を算定できる。 



日医標準レセプトソフト                        2012年 4月診療報酬改定対応 

 

ORCA Project                    Copyright(C)2012 Japan Medical Association. All rights reserved. 

                                            17  

Ａ１０１ 療養病棟入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

療養病棟入院基本料１ 

  入院基本料Ａ         1,758点 

 （生活療養を受ける場合 1,744 点） 

 入院基本料Ｂ         1,705点 

 （生活療養を受ける場合 1,691 点） 

 入院基本料Ｃ         1,424点 

 （生活療養を受ける場合 1,410 点） 

 入院基本料Ｄ         1,369点 

 （生活療養を受ける場合 1,355点） 

 入院基本料Ｅ         1,342点 

  （生活療養を受ける場合 1,328 点） 

  入院基本料Ｆ         1,191点 

 （生活療養を受ける場合 1,177点） 

 入院基本料Ｇ           934点 

 （生活療養を受ける場合  920 点） 

 入院基本料Ｈ           887点 

 （生活療養を受ける場合  873 点） 

 入院基本料Ｉ           785点 

 （生活療養を受ける場合  771 点） 

 

療養病棟入院基本料２ 

  入院基本料Ａ         1,695点 

 （生活療養を受ける場合 1,681 点） 

 入院基本料Ｂ         1,642点 

 （生活療養を受ける場合 1,628 点） 

 入院基本料Ｃ         1,361点 

 （生活療養を受ける場合 1,347 点） 

 入院基本料Ｄ         1,306点 

 （生活療養を受ける場合 1,292点） 

 入院基本料Ｅ         1,279点 

  （生活療養を受ける場合 1,265 点） 

  入院基本料Ｆ         1,128点 

 （生活療養を受ける場合 1,114点） 

 入院基本料Ｇ           871点 

 （生活療養を受ける場合  857 点） 

 入院基本料Ｈ           824点 

 （生活療養を受ける場合  810 点） 

 入院基本料Ｉ           722点 

 （生活療養を受ける場合  708 点） 

 

療養病棟入院基本料１ 

  入院基本料Ａ          1,769点 

 （生活療養を受ける場合 1,755 点） 

 入院基本料Ｂ          1,716 点 

 （生活療養を受ける場合 1,702 点） 

 入院基本料Ｃ          1,435 点 

 （生活療養を受ける場合 1,421 点） 

 入院基本料Ｄ          1,380 点 

 （生活療養を受ける場合 1,366点） 

 入院基本料Ｅ          1,353 点 

  （生活療養を受ける場合 1,339 点） 

  入院基本料Ｆ          1,202点 

 （生活療養を受ける場合 1,188点） 

 入院基本料Ｇ            945 点 

 （生活療養を受ける場合  931 点） 

 入院基本料Ｈ            898 点 

 （生活療養を受ける場合  884 点） 

 入院基本料Ｉ            796 点 

 （生活療養を受ける場合  782 点） 

 

療養病棟入院基本料２ 

  入院基本料Ａ          1,706点 

 （生活療養を受ける場合 1,692 点） 

 入院基本料Ｂ          1,653 点 

 （生活療養を受ける場合 1,639 点） 

 入院基本料Ｃ          1,372 点 

 （生活療養を受ける場合 1,358 点） 

 入院基本料Ｄ          1,317 点 

 （生活療養を受ける場合 1,303点） 

 入院基本料Ｅ          1,290 点 

  （生活療養を受ける場合 1,276 点） 

  入院基本料Ｆ          1,139点 

 （生活療養を受ける場合 1,125点） 

 入院基本料Ｇ            882 点 

 （生活療養を受ける場合  868 点） 

 入院基本料Ｈ            835 点 

 （生活療養を受ける場合  821 点） 

 入院基本料Ｉ            733 点 

 （生活療養を受ける場合  719 点） 
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【注５の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 

 

【注６（改正前－注５）の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

注５   （略） 

 

注６ 

救急・在宅等支援療養病床初期加算    150点 

(療養病棟入院基本料１を算定する場合は 

300点) 

 

 

Ａ１０２ 結核病棟入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

結核病棟７対１入院基本料     1,447点 

結核病棟１０対１入院基本料    1,192点 

結核病棟１３対１入院基本料      949点 

結核病棟１５対１入院基本料      886点 

結核病棟１８対１入院基本料      757点 

結核病棟２０対１入院基本料      713点 

 

結核病棟７対１入院基本料      1,566点 

結核病棟１０対１入院基本料     1,311点 

結核病棟１３対１入院基本料     1,103点 

結核病棟１５対１入院基本料       945点 

結核病棟１８対１入院基本料       809点 

結核病棟２０対１入院基本料       763点 

 

 

 

Ａ１０３ 精神病棟入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神病棟１０対１入院基本料    1,240点 

精神病棟１３対１入院基本料      920点 

精神病棟１５対１入院基本料      800点 

精神病棟１８対１入院基本料      712点 

精神病棟２０対１入院基本料      658点 

 

精神病棟１０対１入院基本料     1,251点 

精神病棟１３対１入院基本料       931点 

精神病棟１５対１入院基本料       811点 

精神病棟１８対１入院基本料       723点 

精神病棟２０対１入院基本料       669点 

 

 

【注５の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

救急支援精神病棟初期加算         100点 

（入院した日から１４日限度） 

[算定要件] 

当該病棟に入院する患者が、入院に当たって救

急搬送患者地域連携受入加算又は精神科救急搬

送患者地域連携受入加算を算定したものである

場合 
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Ａ１０４ 特定機能病院入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一般病棟７対１入院基本料      1,555点 

一般病棟１０対１入院基本料     1,300点 

結核病棟７対１入院基本料      1,447点 

結核病棟１０対１入院基本料    1,192点 

結核病棟１３対１入院基本料      949点 

結核病棟１５対１入院基本料      886点 

精神病棟７対１入院基本料     1,311点 

精神病棟１０対１入院基本料    1,240点 

精神病棟１３対１入院基本料      920点 

精神病棟１５対１入院基本料      839点 

 

一般病棟７対１入院基本料      1,566点 

一般病棟１０対１入院基本料     1,311点 

結核病棟７対１入院基本料      1,566点 

結核病棟１０対１入院基本料     1,311点 

結核病棟１３対１入院基本料     1,103点 

結核病棟１５対１入院基本料       945点 

精神病棟７対１入院基本料      1,322点 

精神病棟１０対１入院基本料     1,251点 

精神病棟１３対１入院基本料       931点 

精神病棟１５対１入院基本料       850点 

 

 

【注５の削除】10 対１入院基本料における一般病棟看護必要度評価加算の廃止 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一般病棟看護必要度評価加算（特定機能病院） 

（１日につき）             5点 

 

      （削除） 

 

 

【注５の追加】10 対１入院基本料について看護必要度の基準を満たす患者割合が一定以上の場合 

の加算新設 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

看護必要度加算１（特定機能病院入院基本料） 

             30点 

看護必要度加算２（特定機能病院入院基本料） 

             15点 

（１日につき） 

[算定要件] 

看護必要度加算１・・・必要度基準15％以上の 

基準を満たしている当該病棟に入院している患 

者について算定する。 

看護必要度加算２・・・必要度基準10％以上の 

基準を満たしている当該病棟に入院している患 

者について算定する。 

[経過措置] 

10 対１入院基本料を算定する病棟に看護必要度の評価を導入するのは、準備期間を設け、平成24

年7月1日とする。 

 

【注７の追加】午前中の退院がそのほとんどを占める医療機関についての退院日の入院基本料の 

適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 退院が特定の時間に集中している保険医療機関

の退院日の入院基本料 100分の 92算定 
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【注８の追加】金曜日入院、月曜日退院の割合が明らかに高い医療機関の土曜日、日曜日の入院基 

本料の適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 入院日及び退院日が特定の日に集中している保

険医療機関の特定の日入院基本料 100分の 92算

定 

 

※【注７】、【注８】については平成 24 年 10 月 1 日施行であることから、今回の改定対応には 

含めません。 

 

 

Ａ１０５ 専門病院入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

専門病院７対１入院基本料     1,555点 

専門病院１０対１入院基本料    1,300点 

専門病院１３対１入院基本料    1,092点 

 

専門病院７対１入院基本料      1,566点 

専門病院１０対１入院基本料     1,311点 

専門病院１３対１入院基本料     1,103点 

 

 

10 対１入院基本料における一般病棟看護必要度評価加算の廃止 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一般病棟看護必要度評価加算（専門病院） 

（１日につき）             5点 

 

      （削除） 

 

 

13対１入院基本料における、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」を用い継続的に測

定を行い、その結果に基づき評価を行っている場合の加算新設 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 一般病棟看護必要度評価加算      5点 

（１日につき） 

[算定要件] 

専門病棟 13 対１入院基本料を算定している病 

棟において、看護必要度の測定を行っている場 

合に算定する。 

 

【注３の追加】10 対１入院基本料について看護必要度の基準を満たす患者割合が一定以上の場合 

の加算新設 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

看護必要度加算１（専門病院入院基本料） 30点 

看護必要度加算２（専門病院入院基本料） 15点 

（１日につき） 

[算定要件] 

看護必要度加算１・・・必要度基準15％以上の 

基準を満たしている当該病棟に入院している患 
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者について算定する。 

看護必要度加算２・・・必要度基準10％以上の 

基準を満たしている当該病棟に入院している患 

者について算定する。 

[経過措置] 

10 対１入院基本料を算定する病棟に看護必要度の評価を導入するのは、準備期間を設け、平成24 

年7月1日とする。 

 

【注６の追加】午前中の退院がそのほとんどを占める医療機関についての退院日の入院基本料の 

適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 退院が特定の時間に集中している保険医療機関

の退院日の入院基本料 100分の 92算定 

 

【注７の追加】金曜日入院、月曜日退院の割合が明らかに高い医療機関の土曜日、日曜日の入院基 

本料の適正化 

平成 24年 3 月まで 改 正(平成 24 年 10月 1日から) 

 入院日及び退院日が特定の日に集中している保

険医療機関の特定の日入院基本料 100分の 92算

定 

 

※【注６】、【注７】については平成 24 年 10 月 1 日施行であることから、今回の改定対応には 

含めません。 

 

 

Ａ１０６ 障害者施設等入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

障害者施設等７対１入院基本料   1,555点 

障害者施設等１０対１入院基本料  1,300点 

障害者施設等１３対１入院基本料  1,092点 

障害者施設等１５対１入院基本料    954点 

 

障害者施設等７対１入院基本料    1,566点 

障害者施設等１０対１入院基本料   1,311点 

障害者施設等１３対１入院基本料   1,103点 

障害者施設等１５対１入院基本料     965点 

 

 

【注３の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

重症児（者）受入連携加算     1,300 点 

（入院初日） 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 
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Ａ１０８ 有床診療所入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

１ 有床診療所入院基本料１ 

 １４日以内の期間        760点 

 １５日以上３０日以内の期間   590点 

 ３１日以上の期間        500点 

 

２ 有床診療所入院基本料２ 

 １４日以内の期間        680点 

 １５日以上３０日以内の期間   510点 

 ３１日以上の期間        460点 

 

３ 有床診療所入院基本料３ 

 １４日以内の期間        500点 

 １５日以上３０日以内の期間   370点 

 ３１日以上の期間        340点 

 

１ 有床診療所入院基本料１ 

 １４日以内の期間         771 点 

 １５日以上３０日以内の期間    601 点 

 ３１日以上の期間         511 点 

 

２ 有床診療所入院基本料２ 

 １４日以内の期間         691 点 

 １５日以上３０日以内の期間    521 点 

 ３１日以上の期間         471 点 

 

３ 有床診療所入院基本料３ 

 １４日以内の期間         511 点 

 １５日以上３０日以内の期間    381 点 

 ３１日以上の期間         351 点 

 

 

【注２の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 

 

【注７の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 看取り加算              1,000点 

(在宅療養支援診療所の場合は 2000点) 

 

【注９の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療

所である保険医療機関については、注１から注

８までの規定にかかわらず、当該保険医療機関

に入院している患者について、区分番号Ａ１０

９に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例

により算定できる。 

 

《次頁に対応方法の解説》 
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注９の対応方法について 

病棟種別「08 有床診療所」で区分番号Ａ１０９に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定 

する場合は、病棟設定のシステム管理に新設した「一般・療養相互算定」欄を「1 相互算定する」 

に設定してください。（有効期間開始日が平成２４年４月１日以降の病棟について設定可能です） 

「1 相互算定する」に設定した場合は、入退院登録画面の入院料選択欄で療養病床入院基本料の 

選択が可能となります。（初期値は「0 相互算定しない」です） 

 

 

システム管理「5001 病棟管理情報」の「一般・療養相互算定」選択欄 

 

 

この設定により有床診療所療養病床入院基本料の算定を行った場合は入院料名称が 

・療養病床以外・有床診療所療養病床入院Ａ 

・療養病床以外・有床診療所療養病床入院Ａ（生活療養） 

のように、「療養病床以外・」が付加された新設コードで算定を行います。 
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Ａ１０９ 有床診療所療養病床入院基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

  入院基本料Ａ          975点 

 （生活療養を受ける場合 961点） 

 入院基本料Ｂ          871点 

 （生活療養を受ける場合 857点） 

 入院基本料Ｃ          764点 

 （生活療養を受ける場合 750点） 

 入院基本料Ｄ          602点 

 （生活療養を受ける場合 588点） 

 入院基本料Ｅ          520点 

  （生活療養を受ける場合 506点） 

 

  入院基本料Ａ           986点 

 （生活療養を受ける場合 972点） 

 入院基本料Ｂ           882 点 

 （生活療養を受ける場合 868点） 

 入院基本料Ｃ           775 点 

 （生活療養を受ける場合 761点） 

 入院基本料Ｄ           613 点 

 （生活療養を受ける場合 599点） 

 入院基本料Ｅ           531 点 

  （生活療養を受ける場合 517点） 

 

 

【注５の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 

 

【注７の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 看取り加算              1,000点 

(在宅療養支援診療所の場合は 2000点) 

 

【注９の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療

所である保険医療機関については、注１から注

８までの規定にかかわらず、当該保険医療機関

に入院している患者について、区分番号Ａ１０

８に掲げる有床診療所入院基本料の例により算

定できる。 

 

《次頁に対応方法の解説》 
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注９の対応方法について 

病棟種別「09 有床診療所療養入院料」で区分番号Ａ１０８に掲げる有床診療所入院基本料を算定 

する場合は、病棟設定のシステム管理に新設した「一般・療養相互算定」の項目を「相互算定する」 

に設定します。（有効期間開始日が平成２４年４月１日以降の病棟について設定可能です） 

 

相互算定を行う入院料に応じて以下の内容から選択します。（初期値は「0 相互算定しない」です） 

「1 相互算定する（診１）」・・・有床診療所入院基本料１ 

「2 相互算定する（診２）」・・・有床診療所入院基本料２ 

「3 相互算定する（診３）」・・・有床診療所入院基本料３ 

上記の設定をした場合は、入退院登録画面の入院料選択欄で設定に応じた入院料の選択が可能と 

なります。 

 

 

システム管理「5001 病棟管理情報」の「一般・療養相互算定」選択欄 

 

 

この設定により有床診療所入院基本料の算定を行った場合は入院料名称が 

・療養病床・有床診療所入院基本料１（１４日以内） 

・療養病床・有床診療所入院基本料１（１５日～３０日） 

のように、「療養病床・」が付加された新設コードで算定を行います。 
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入院料等（入院基本料等加算） 

 

Ａ２０５ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 

（病院・診療所）（１日につき）（入院した日から７日を限度） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

１ 救急医療管理加算         800点 

２ 乳幼児救急医療管理加算      200点 

 

注２ 

救急医療管理加算を算定する患者が６歳未

満である場合に、入院した日から起算して７日

を限度として更に所定点数に加算する。 

救急医療管理加算             800点 

 

 

注２の見直し 

 乳幼児加算             400点 

 （患者が６歳未満である場合） 

 

 

注３の追加 

 小児加算              200点 

 （患者が６歳以上１５歳未満） 

 

 

Ａ２０６ 在宅患者緊急入院診療加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関） 

     1,300点 

在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関以

外）                 650点 

 

 

 

在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関） 

（在支診・在支病間での受入）    2,500点 

 

在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関） 

      2,000点 

 

在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関以外） 

                1,000点 

 

 

 

Ａ２０７－２ 医師事務作業補助体制加算 

(病院)（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

１５対１補助体制加算        810点 

２０対１補助体制加算        610点 

２５対１補助体制加算        490点 

５０対１補助体制加算        255点 

７５対１補助体制加算        180点 

１００対１補助体制加算       138点 

 

１５対１補助体制加算         810点 

２０対１補助体制加算         610点 

２５対１補助体制加算         490点 

３０対１補助体制加算         410点 

４０対１補助体制加算         330点 

５０対１補助体制加算         255点 

７５対１補助体制加算         180点 

１００対１補助体制加算        138点 
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Ａ２０７－３ 急性期看護補助体制加算 

（病院）（１日につき）（入院した日から１４日を限度） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

 

 

急性期看護補助体制加算１       120点 

 [算定要件５０対１] 

急性期看護補助体制加算２        80点 

 [算定要件７５対１] 

  

２５対１急性期看護補助体制加算 

（看護補助者５割以上）       160 点 

２５対１急性期看護補助体制加算 

（看護補助者５割未満）       140 点 

５０対１急性期看護補助体制加算    120点 

 

７５対１急性期看護補助体制加算     80点 

 

注２ 夜間における看護業務の補助の体制 

 夜間 50対１急性期看護補助体制加算  10 点 

 夜間 100対１急性期看護補助体制加算  5点 

 （１日につき更に所定点数に加算） 

 

注３ 

 看護職員夜間配置加算        50点 

 （１日につき更に所定点数に加算） 

 

 

 

Ａ２２２ 療養病棟療養環境加算 

（病院）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

療養病棟療養環境加算１        132点 

療養病棟療養環境加算２        115点 

療養病棟療養環境加算３         90点 

療養病棟療養環境加算４         30点 

 

療養病棟療養環境加算１        132点 

療養病棟療養環境加算２        115点 

 

[経過措置] 

平成24年3月31 日に療養病棟療養環境加算３、４の届出を行っている病棟にあっては、 

平成24年9月30 日までの間、従前の加算を算定できる。 

 

 

Ａ２２２－２ 療養病棟療養環境改善加算 

（病院）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 療養病棟療養環境改善加算１      80点 

療養病棟療養環境改善加算２      20点 
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Ａ２２３ 診療所療養病床療養環境加算 

（診療所）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

診療所療養病床療養環境加算１    100点 

診療所療養病床療養環境加算２      40点 

 

診療所療養病床療養環境加算      100点 

 

[経過措置] 

平成24年3月31 日に診療所療養病床療養環境加算２の届出を行っている病床にあっては、 

平成24年9月30 日までの間、従前の加算を算定できる。 

 

 

Ａ２２３－２ 診療所療養病床療養環境改善加算 

（診療所）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 診療所療養病棟療養環境改善加算    35点 

 

 

 

Ａ２２４ 無菌治療室管理加算 

（病院・診療所）（１日につき）（９０日を限度） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

無菌治療室管理加算        3,000点 無菌治療室管理加算１        3,000点 

無菌治療室管理加算１（経過措置）  3,000点 

無菌治療室管理加算２        2,000点 

 

[経過措置] 

現在、無菌治療室管理加算を算定している医療機関で、平成 24 年 4 月 1 日以降に無菌治療室管理

加算２の届け出を行っている無菌治療室については、平成 25年 3 月 31日までの間、無菌治療室管

理加算１の施設基準を満たしているものとする。 

 

 

Ａ２２６－２ 緩和ケア診療加算 

（病院）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 注２の追加 

緩和ケア診療加算（指定地域）     200点 

 

注３の追加 

緩和ケア診療加算（小児加算）     100点 

（当該患者が 15歳未満の小児である場合に、更

に所定点数に加算する） 
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Ａ２２６－３ 有床診療所緩和ケア診療加算 

（診療所）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 有床診療所緩和ケア診療加算     150点 

 

 

 

Ａ２３０－３ 精神科身体合併症管理加算 

(病院)（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神科身体合併症管理加算      350点 精神科身体合併症管理加算       450点 

 

 

 

Ａ２３０－４ 精神科リエゾンチーム加算 

(病院)（週１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 精神科リエゾンチーム加算       200点 

 

 

 

Ａ２３１ 児童・思春期精神科入院医療管理加算 

（病院）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

児童・思春期精神科入院医療管理加算  800点       （削除） 

 

 

Ａ２３３ 栄養管理実施加算 

（病院・診療所）（１日につき） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

栄養管理実施加算           12点       （削除） 

 

 

Ａ２３３－２ 栄養サポートチーム加算 

（病院・診療所）（週１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

栄養サポートチーム加算       200点 栄養サポートチーム加算        200点 

 

（注２の追加） 

栄養サポートチーム加算（指定地域）  100点 
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Ａ２３４ 医療安全対策加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

注２ 

感染防止対策加算          100点 

 

      （注２の削除） 

 

 

Ａ２３４－２ 感染防止対策加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

 

感染防止対策加算１          400点 

感染防止対策加算２          100点 

 

（注２）感染防止対策地域連携加算   100点 

（感染防止対策加算１を算定する医療機関） 

 

 

Ａ２３４－３ 患者サポート体制充実加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

患者サポート体制充実加算        70点 

 

 

 

Ａ２３５ 褥瘡患者管理加算 

（病院・診療所）（入院中１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

褥瘡患者管理加算           20点       （削除） 

 

 

Ａ２３６－２ ハイリスク妊娠管理加算 

（病院・診療所）（１日につき）（１入院に限り２０日を限度） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

ハイリスク妊娠管理加算      1,000点 ハイリスク妊娠管理加算       1,200点 

 

 

Ａ２３７ ハイリスク分娩管理加算 

（病院）（１日につき）（１入院に限り８日を限度） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

ハイリスク分娩管理加算      3,000点 ハイリスク分娩管理加算       3,200点 
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Ａ２３８ 退院調整加算（平成２４年３月まで慢性期病棟等退院調整加算） 

（病院・診療所） 

                平成 24年 3月まで 

慢性期病棟等退院調整加算１（退院支援計画作成加算）               100点 

慢性期病棟等退院調整加算１（退院加算・療養病棟入院基本料等）          140点 

慢性期病棟等退院調整加算１（退院加算・障害者施設等入院基本料等）        340点 

慢性期病棟等退院調整加算２（退院支援計画作成加算）               100点 

慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・療養病棟入院基本料等）          100点 

慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・障害者施設等入院基本料等）        300点 

 

 

（病院・診療所）（退院時１回） 

改 正 

入院患者の入院期間に応じた点数を算定 

 

１ 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）、専門病院入院基本料 

又は有床診療所入院基本料を算定している患者が退院した場合 

 

 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（１４日以内）            340点 

 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（１５日以上３０日以内の期間）    150点 

 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（３１日以上の期間）          50点 

 

２ 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（結核病棟に限る。）、 

有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定入院基本料、特殊疾患入院 

医療管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者が退院した場合 

 

 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（３０日以内）            800点 

 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（３１日以上９０日以内）       600点 

 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（９１日以上１２０日以内）      400点 

  退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（１２１日以上）           200点 

 

注２ 

 地域連携計画加算          300 点 

 

 

 

Ａ２３８－２ 急性期病棟等退院調整加算 

（病院・診療所）（退院時１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

急性期病棟等退院調整加算１      140点 

急性期病棟等退院調整加算２      100点 

 

      （削除） 
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Ａ２３８－３ 新生児特定集中治療室退院調整加算 

（病院・診療所） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

新生児特定集中治療室退院調整加算   300点 

（退院時１回） 

新生児特定集中治療室退院調整加算１  600点 

（退院時１回） 

 

新生児特定集中治療室退院調整加算２（退院支

援計画作成加算）           600点 

（入院中１回） 

 

新生児特定集中治療室退院調整加算２（退院加

算）                 600点 

（退院時１回） 

 

 

 

Ａ２３８－４ 救急搬送患者地域連携紹介加算 

（病院・診療所）（退院時１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

救急搬送患者地域連携紹介加算     500点 

 

救急搬送患者地域連携紹介加算    1,000点 

 

 

 

Ａ２３８－５ 救急搬送患者地域連携受入加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

救急搬送患者地域連携受入加算   1,000点 

 

救急搬送患者地域連携受入加算    2,000点 

 

 

 

Ａ２３８－６ 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 

（病院・診療所）（退院時１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

精神科救急搬送患者地域連携照会加算 1,000点 

 

 

 

Ａ２３８－７ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

精神科救急搬送患者地域連携受入加算 2,000点 
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Ａ２３８－８ 地域連携認知症支援加算 

（病院・診療所）（再入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

地域連携認知症支援加算       1,500点 

 

 

 

Ａ２３８－９ 地域連携認知症集中治療加算 

（病院・診療所）（退院時１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

地域連携認知症集中治療加算    1,500点 

 

 

 

Ａ２４０ 総合評価加算 

（病院・診療所）（入院中１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

総合評価加算             50点 

 

総合評価加算            100点 

 

 

 

Ａ２４３ 後発医薬品使用体制加算 

（病院・診療所）（入院初日） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

後発医薬品使用体制加算       30 点 

[施設基準] 

後発医薬品の品目数が２割以上 

後発医薬品使用体制加算１       35点 

[施設基準] 

後発医薬品の品目数が３割以上 

 

後発医薬品使用体制加算２       28点 

[施設基準] 

後発医薬品の品目数が２割以上 

 

 

 

Ａ２４４ 病棟薬剤業務実施加算 

（病院・診療所）（週１回） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

病棟薬剤業務実施加算         100点 

[療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は

特定機能病院入院基本料（精神病棟に限る。）を

算定している患者については、入院した日から

起算して４週間を限度とする。 
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Ａ２４５ データ提出加算 

（病院）（入院中１回 退院時又は転棟時） 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

データ提出加算１ 

 ２００床以上の病院の場合      100点 

 ２００床未満の病院の場合      150点 

データ提出加算２ 

 ２００床以上の病院の場合      110点 

 ２００床未満の病院の場合      160点 

 

※外来提出データは平成 24 年 10月診療分から 

 受け付け予定 
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入院料等（特定入院料） 

 

Ａ３００ 救命救急入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

１ 救命救急入院料１ 

 ３日以内の期間         9,700 点 

 ４日以上７日以内の期間     8,775 点 

 ８日以上１４日以内の期間    7,490 点 

 

２ 救命救急入院料２ 

 ３日以内の期間        11,200 点 

 ４日以上７日以内の期間    10,140 点 

 ８日以上１４日以内の期間    8,890 点 

 

３ 救命救急入院料３ 

   救命救急入院料 

 ３日以内の期間       9,700点 

 ４日以上７日以内の期間   8,775点 

 ８日以上１４日以内の期間  7,490点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ３日以内の期間       9,700点 

 ４日以上７日以内の期間   8,775点 

 ８日以上６０日以内の期間  7,890点 

 

４ 救命救急入院料４ 

   救命救急入院料 

 ３日以内の期間      11,200点 

 ４日以上７日以内の期間  10,140点 

 ８日以上１４日以内の期間  8,890点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ３日以内の期間      11,200点 

 ４日以上７日以内の期間  10,140点 

 ８日以上１４日以内の期間  8,890点 

 １５日以上６０日以内の期間 7,890点 

 

１ 救命救急入院料１ 

 ３日以内の期間        9,711点 

 ４日以上７日以内の期間    8,786点 

 ８日以上１４日以内の期間   7,501点 

 

２ 救命救急入院料２ 

 ３日以内の期間        11,211点 

 ４日以上７日以内の期間    10,151点 

 ８日以上１４日以内の期間    8,901点 

 

３ 救命救急入院料３ 

   救命救急入院料 

 ３日以内の期間       9,711点 

 ４日以上７日以内の期間   8,786点 

 ８日以上１４日以内の期間 7,501点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ３日以内の期間       9,711点 

 ４日以上７日以内の期間   8,786点 

 ８日以上６０日以内の期間 7,901点 

 

４ 救命救急入院料４ 

   救命救急入院料 

 ３日以内の期間      11,211点 

 ４日以上７日以内の期間  10,151点 

 ８日以上１４日以内の期間 8,901点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ３日以内の期間      11,211点 

 ４日以上７日以内の期間  10,151点 

 ８日以上１４日以内の期間 8,901点 

 １５日以上６０日以内の期間 7,901点 
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Ａ３０１ 特定集中治療室管理料 

【項目の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

１ 特定集中治療室管理料１ 

 ７日以内の期間        9,200点 

 ８日以上１４日以内の期間   7,700点 

２ 特定集中治療室管理料２ 

   特定集中治療室管理料 

 ７日以内の期間      9,200点 

 ８日以上１４日以内の期間 7,700点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ７日以内の期間      9,200点 

   ８日以上６０日以内の期間 7,890点 

１ 特定集中治療室管理料１ 

 ７日以内の期間         9,211 点 

 ８日以上１４日以内の期間    7,711 点 

２ 特定集中治療室管理料２ 

   特定集中治療室管理料 

 ７日以内の期間       9,211点 

 ８日以上１４日以内の期間  7,711点 

   広範囲熱傷特定集中治療管理料 

 ７日以内の期間       9,211点 

 ８日以上６０日以内の期間  7,901点 

 

【注２の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

小児加算（特定集中治療室管理料） 

（７日以内）1,500 点 

小児加算（特定集中治療室管理料） 

（８日以上１４日以内）1,000点 

（１５歳未満の重篤な患者、１日につき） 

小児加算（特定集中治療室管理料） 

（７日以内） 2,000点 

小児加算（特定集中治療室管理料） 

（８日以上１４日以内） 1,500点 

（１５歳未満の重篤な患者、１日につき） 

 

 

Ａ３０１－２ ハイケアユニット入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

ハイケアユニット入院医療管理料  4,500点 ハイケアユニット入院医療管理料   4,511点 

 

 

Ａ３０１－３ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

脳卒中ケアユニット入院医療管理料 5,700点 脳卒中ケアユニット入院医療管理料  5,711点 

 

 

Ａ３０１－４ 小児特定集中治療室管理料 

【新設】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 小児特定集中治療室管理料 

 ７日以内の期間         15,500点 

 ８日以上１４日以内の期間    13,500点 
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Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

新生児特定集中治療室管理料１   10,000点 

新生児特定集中治療室管理料２   6,000点 

 

新生児特定集中治療室管理料１   10,011点 

新生児特定集中治療室管理料２    6,011点 

 

 

Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児） 

                 7,000点 

総合周産期特定集中治療室管理料（新生児） 

                 10,000点 

総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児） 

                  7,011点 

総合周産期特定集中治療室管理料（新生児） 

                 10,011点 

 

 

 

Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

新生児治療回復室入院医療管理料  5,400点 新生児治療回復室入院医療管理料   5,411点 

 

 

Ａ３０５ 一類感染症患者入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

一類感染症患者入院医療管理料 

７日以内            8,890点 

８日以上１４日以内の期間    7,690点 

一類感染症患者入院医療管理料 

７日以内             8,901 点 

８日以上１４日以内の期間     7,701 点 

 

 

Ａ３０６ 特殊疾患入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

特殊疾患入院医療管理料      1,943点 

 

特殊疾患入院医療管理料       1,954点 
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Ａ３０７ 小児入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

小児入院医療管理料１       4,500点 

小児入院医療管理料２       4,000点 

小児入院医療管理料３       3,600点 

小児入院医療管理料４       3,000点 

小児入院医療管理料５       2,100点 

小児入院医療管理料１        4,511点 

小児入院医療管理料２        4,011点 

小児入院医療管理料３        3,611点 

小児入院医療管理料４        3,011点 

小児入院医療管理料５        2,111点 

 

 

Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料 

【項目の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料１   1,720点 

 （生活療養を受ける場合 1706 点） 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料２   1,600点 

 （生活療養を受ける場合 1586 点） 

 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料１    1,911点 

 （生活療養を受ける場合 1897 点） 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料２    1,761点 

 （生活療養を受ける場合 1747 点） 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料３    1,611点 

 （生活療養を受ける場合 1597 点） 

 

 

【注２の削除】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

重症患者回復病棟加算          50点 

（１日につき） 

 

      （削除） 

※当該加算点数は回復期リハビリテーション 

入院料に包括された（入院料３は除く） 
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Ａ３０８－２ 亜急性期入院医療管理料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

亜急性期入院医療管理料１     2,050点 

亜急性期入院医療管理料２     2,050点 

亜急性期入院医療管理料１      2,061点 

亜急性期入院医療管理料２      1,911点 

 

【注１の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 [算定要件] 

亜急性期入院医療管理料１  ９０日を限度 

亜急性期入院医療管理料２  ６０日を限度 

 [算定要件] 

亜急性期入院医療管理料１  ６０日を限度 

亜急性期入院医療管理料２  ６０日を限度 

[経過措置] 

平成 24年 3 月 31日において、亜急性期入院医療管理料１を算定している患者であって、 

同年 4月 1日以降継続して亜急性期入院医療管理料１又は亜急性期入院医療管理料２を算定する 

患者については、当該病室に入院した日から起算して 90 日まで算定できるものとする。 

 

【注２の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

医療提供体制の確保による指定地域 

亜急性期入院医療管理料１（指定地域） 

                  1,761点 

亜急性期入院医療管理料２（指定地域） 

      1,661点 

（いずれも６０日を限度） 

 

【注３の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

リハビリテーション提供体制加算（１日につき

50 点）の算定は、亜急性期入院医療管理料２の

算定患者に限る 

 

 

Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

特殊疾患病棟入院料１       1,943点 

特殊疾患病棟入院料２       1,570点 

 

特殊疾患病棟入院料１        1,954点 

特殊疾患病棟入院料２        1,581点 

 

 

【注３の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

重症児（者）受入連携加算      1,300点 

（入院初日） 

 

重症児（者）受入連携加算      2,000点 

（入院初日） 
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Ａ３１０ 緩和ケア病棟入院料 

【項目の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

緩和ケア病棟入院料        3,780点 

 

緩和ケア病棟入院料 

３０日以内の期間         4,791 点 

３１日以上６０日以内の期間    4,291 点 

６１日以上の期間         3,291 点 

 

 

 

Ａ３１１ 精神科救急入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神科救急入院料１ 

３０日以内の期間        3,451点 

３１日以上の期間        3,031点 

 

精神科救急入院料２ 

３０日以内の期間        3,251点 

３１日以上の期間        2,831点 

 

精神科救急入院料１ 

３０日以内の期間         3,462 点 

３１日以上の期間         3,042 点 

 

精神科救急入院料２ 

３０日以内の期間         3,262 点 

３１日以上の期間         2,842 点 

 

 

【注３の加算細分化】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外）   10点 

 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 

（精神科救急入院料）  15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外） 

（精神科救急入院料）  10点 

 

 

Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神科急性期治療病棟入院料１ 

３０日以内の期間        1,920点 

３１日以上の期間        1,600点 

 

精神科急性期治療病棟入院料２ 

３０日以内の期間        1,820点 

３１日以上の期間        1,500点 

 

精神科急性期治療病棟入院料１ 

３０日以内の期間         1,931 点 

３１日以上の期間         1,611 点 

 

精神科急性期治療病棟入院料２ 

３０日以内の期間         1,831 点 

３１日以上の期間         1,511 点 
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【注３の加算細分化】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外）   10点 

 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 

（精神科治療病棟入院料）  15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外） 

（精神科治療病棟入院料）  10点 

 

 

Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神科救急・合併症入院料 

３０日以内の期間        3,451点 

３１日以上の期間        3,031点 

 

精神科救急・合併症入院料 

３０日以内の期間         3,462 点 

３１日以上の期間         3,042 点 

 

 

【注３の加算細分化】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外）   10点 

 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 

（精神科救急・合併症入院料）  15 点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外） 

（精神科救急・合併症入院料）  10 点 

 

 

Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入院医療管理料 

【新設】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 児童・思春期精神科入院医療管理料 

         2,911点 
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Ａ３１２ 精神療養病棟入院料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

精神療養病棟入院料        1,050点 

 

精神療養病棟入院料         1,061点 

 

 

【注３の加算細分化】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外）   10点 

 

非定型抗精神病薬加算１（２種類以下） 

（精神科療養病棟入院料）  15点 

非定型抗精神病薬加算２（イ以外） 

（精神科療養病棟入院料）  10点 

 

【注４の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

重症者加算（精神療養病棟入院料）    40点 

（１日につき） 

 

重症者加算１（精神療養病棟入院料）    60点 

（１日につき） 

 

重症者加算２（精神療養病棟入院料）    30点 

（１日につき） 

 

 

【注５の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 

 

退院調整加算              500点 

（退院時） 
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Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料 

【項目の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

認知症治療病棟入院料１ 

６０日以内の期間        1,450点 

６１日以上の期間        1,180点 

 

 

認知症治療病棟入院料２ 

６０日以内の期間        1,070点 

６１日以上の期間          970点 

 

認知症治療病棟入院料１ 

３０日以内の期間         1,761 点 

３１日以上６０日以内の期間    1,461 点 

６１日以上の期間         1,171 点 

 

認知症治療病棟入院料２ 

３０日以内の期間         1,281 点 

３１日以上６０日以内の期間    1,081 点 

６１日以上の期間           961 点 

 

 

【注２の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

退院調整加算             100点 

（退院時） 

 

退院調整加算              300点 

（退院時） 

 

【注３の追加】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

 認知症夜間対応加算            84点 

（１日につき、入院した日から３０日限度） 
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Ａ３１７ 特定一般病棟入院料 

【新設】 

改 正 

医療提供体制の確保による指定地域 

特定一般病棟入院料１                      1,103 点 

特定一般病棟入院料２                        945点 

 

[施設基準] 

特定一般病棟入院料１・・・看護配置１３対１以上 

夜勤を行う看護職員の数２以上 

特定一般病棟入院料２・・・看護配置１５対１以上 

夜勤を行う看護職員の数２以上 

【注２】 入院期間加算 

 １４日以内の期間                          450点 

 １５日以上３０日以内の期間                     192点 

【注３】 

 重症児（者）受入連携加算（特定一般病棟入院料）         2,000点（入院初日） 

【注４】 

 救急・在宅等支援病床初期加算（特定一般病棟入院料）        150点 

 （転院又は入院した日から起算して１４限度） 

【注５】 

 一般病棟看護必要度評価加算（特定一般病棟入院料）           5点（１日につき） 

 （特定一般病棟入院料１算定患者のみ） 

【注７】亜急性期入院医療管理が行われた場合の算定 

 特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理）           1,761点 

（当該病室に入院した日から起算して６０日限度） 

【注９】リハビリテーション料を算定した患者 

 特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理・リハビリ算定患者）  1,661点 

 

（【注７】の病室において区分番号Ｈ００１脳血管疾患等リハビリテーション料又はＨ００２運 

動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について亜急性期入院医療管理が行わ 

れた場合に算定） 

（当該病室に入院した日から起算して６０日限度） 

【注１１】 

リハビリテーション提供体制加算（特定一般病棟入院料）         50点（１日につき） 

【注１２】 

 ９０日を超えて入院する患者について（Ａ１０１）療養病棟入院基本料１の例により算定。 

 

注１２ システム管理「5001 病棟管理情報」の特定入院料に「特定一般病棟入院料１」又は「特

定一般病棟入院料２」を設定した病棟について、入院登録画面の入院料選択欄に療養病棟入院基本

料１を選択可能です。 

これにより療養病棟入院基本料の算定を行った場合は入院料名称が 

・特定一般病棟・療養病棟入院基本料１（Ａ） 

・特定一般病棟・療養病棟入院基本料１（Ａ）（生活療養） 

のように、「特定一般病棟・」が付加された新設コードで算定を行います。 
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短期滞在手術基本料 

 

Ａ４００ 短期滞在手術基本料 

【点数の見直し】 

平成 24年 3 月まで 改 正 

短期滞在手術基本料２       4,800点 

 （生活療養を受ける場合  4,772点） 

短期滞在手術基本料３       5,670点 

 （生活療養を受ける場合  5,600点） 

 

短期滞在手術基本料２        4,822点 

 （生活療養を受ける場合  4,794点） 

短期滞在手術基本料３        5,703点 

 （生活療養を受ける場合  5,633点） 

 

 

 


